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源
泉
徴
収
義
務
者
を
対
象
と
し

た
、
年
末
調
整
説
明
会
を
実
施
し

ま
す
。

11
月
18
日（
火
）

午
後
2
時
〜
3
時
45
分

小
山
市
文
化
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

※
「
年
末
調
整
の
し
か
た
」「
法
定

調
書
の
作
成
と
提
出
の
手
引
き
」

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

栃
木
税
務
署
法
人
課
税
第
2
部
門
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特
別
徴
収
と
は
、
事
業
所
等

（
給
与
支
払
者
）
が
月
々
の
従
業
員

等
の
給
与
か
ら
、
市
県
民
税
を
徴

収
し
て
市
へ
納
入
す
る
方
法
で
す
。

そ
れ
に
対
し
、
個
人
で
納
付
書
や

口
座
振
替
等
に
よ
り
、
税
を
納
め

る
方
法
を
普
通
徴
収
と
い
い
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
所
得
税
を
源
泉

徴
収
し
て
い
る
事
業
所
等
は
従
業

員
等
の
市
県
民
税
を
特
別
徴
収
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

従
業
員
が
安
心
し
て
、
効
率
的

に
納
税
で
き
る
特
別
徴
収
へ
の
切

り
替
え
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。税

務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

1（
40
）5
5
5
4

国
土
交
通
省
及
び
栃
木
県
で
は
、

市
町
村
の
協
力
の
も
と
に
、
12
月

1
日
、「
平
成
20
年
住
生
活
総
合
調

査
」
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
住
生
活
基
本
法

に
基
づ
く
住
生
活
の
安
定
・
向
上

に
係
る
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す

る
上
で
必
要
と
な
る
基
礎
資
料
を

得
る
た
め
に
、
居
住
環
境
を
含
め

た
住
生
活
全
般
に
関
す
る
実
態
や

居
住
者
の
意
向
・
満
足
度
等
を
総

合
的
に
調
査
す
る
も
の
で
、
5
年

ご
と
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

今
回
は
、
10
月
に
実
施
さ
れ
た

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
（
総
務
省
）

に
回
答
い
た
だ
い
た
世
帯
の
中
か

ら
、
一
定
の
抽
出
方
法
に
よ
り
無

作
為
抽
出
し
た
県
内
約
6，

6
0

0
世
帯
に
調
査
を
お
願
い
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

11
月
24
日
（
月
）
か
ら
12
月
7

日
（
日
）
ま
で
の
間
、
統
計
調
査

証
を
持
っ
た
調
査
員
が
、
対
象
と

な
っ
た
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

調
査
を
お
願
い
す
る
皆
様
に
は
重

ね
て
お
手
数
を
お
か
け
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
が
、
ご
協
力
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

栃
木
県
住
宅
課
企
画
支
援
担
当
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小
山
地
区
広
域
市
町
村
圏（
小
山

市
・
下
野
市
・
野
木
町
）
で
は
、

”圏
域
の
魅
力
の
再
発
見
“
と
”親

し
み
の
あ
る
圏
域
づ
く
り
“
の
た

め
に
連
携
事
業
と
し
て
フ
ォ
ト
コ

ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

コ
ン
テ
ス
ト
入
賞
作
品
（
29
点
）

の
巡
回
写
真
展
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

11
月
21
日（
金
）
〜11

月
27
日（
木
）

12
月
9
日（
火
）
〜12

月
15
日（
月
）

1
月
7
日（
水
）
〜1月

13
日（
火
）

栃
木
県
南
公
設
地
方
卸
売
市
場

は
、
県
南
住
民
の
食
生
活
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
生
鮮
食
料
品
流

通
の
拠
点
市
場
と
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
今
年
で
開

設
15
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
今
後

に
お
け
る
市
場
の
発
展
と
日
頃
の

利
用
に
感
謝
し
「
市
場
ま
つ
り

（
感
謝
市
）」
を
開
催
し
ま
す
。

普
段
は
一
般
の
方
の
入
場
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

11
月
23
日（
日
）

午
前
7
時
〜
午
後
1
時

栃
木
県
南
公
設
地
方
卸
売
市
場

小
山
市
大
字
下
河
原
田
954
番
地

（
国
道
50
号
線
沿
い
）

・
青
果
物
、
水
産
物
、
生
花
、
関

連
商
品
の
展
示
販
売

・
サ
ン
マ
の
無
料
配
付

・
生
マ
グ
ロ
の
解
体
・
模
擬
せ
り

・
県
南
市
場
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
施

設
で
の
処
理
品
の
無
料
配
付

・
15
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
（
演

奏
・
踊
り
）
等


